




（１）一部負担金の十円以下の端数の四捨五入は医療MIDI】の窓口事務処理の

簡素化上望ましいが、これが実務上の後処理に影密を与えて事務処理

の煩雑化をもたらすことのないよう、単なる窓口の端数処理に止める

こととする．

（２）一部負担金の窓口での十円以下の端数の四捨五入処理ないし届出によ

る定緬制（１５００円以下＝１００円、１５００円超２５００円以下

＝２００円、２５００円超３５００円以下＝３００円）の採用による

一郎負担金は、保険請求上は定率負担を徴収したものとして処理し、

Ｕl在の保険家族（３０％定率）と同様に、診療報酬請求明細書上への

一部負担金額の記載はおこなわないこととする．

ＵＨｆＵ５９年８月１８日

綱
厚生省保険局長

吉村に

社団法人日本病院会

会長賭橋芳夫

要望書

］
』
』 Ｉ鯛i保険法等の一部改正にともなう診療報lUI請求業務の取扱いについて、医

Wii耶務の複雑化による事務経賀の増大、医療楓間窓口における事務処理の混

乱等を回避するため、次の通り要望いたします．

上記提案の理由として、四捨五入による差異は最大で５円、定額

制による差異も最大で５０円であり、窓口での請求毎の差異は相

殺されて１か月合計では定率計算との差は僅なものとl化定される．

これを診療報酬請求明細書に窓口の請求単位に集:I･して記載し、

請求・支払金額の計算上考慮することは、医療機関のみならず、

審査・支払織関、保険組合を含めたすべての医療事務業務を徒ら

に煩雑化し、無用の事務経費を費すに過ぎず、定率でも同等の効

果の処理が可能と考えられるためである．

記

，Ｂ但金処理方式の冊素化について

今回の改正により、医療ＭＩＩ】１１窓口においては被保険者の一部負担金の即時

11.卯による微収処理が必要となり、医原率務業務、の急増が予想されている．

また、診痴ｆＭＩｌ請求Iﾘ1細画の作成処理においても、端数処理まで考慮した処

理をＩ了うと、膨大な医療事務処理の負担増加が予想される．したがって、保

腕の読求・支払等の業務手liiの実務的事務簡素化のため、以下のよう塵取扱
うことといたしたい．

iI貿訂界およひ繭求処理【

医療事務処理の複雑化に対応して医療料金計算請求業務をコンピュータに

より処理している医療慨閲はたいへん多数に達しており、当会昭和５８年６

月調査では日本病院会の会員病院の１００床以上の規模の病院での利１１１率は

６０％以上に達している．これらの医ljiMm側では、今回の健康保険法等の改



正にともなう医IjN事務の混乱を回避するためには、医頂閨の:１．１１[方式変更実

施以iMiにまえもって料金計算プログラムの改造、診原報酬請求明細轡の方式

に合せたデータ・ファイルの識:1変更等の準臓ならびに十分な試行が必要で

ある．しかも、１１１在医凧IillH1で使川されている医痴事務、コンピュータの種

Rnは多く、処理プログラムはＩＩＩ種毎、’111週府県別、病院毎に対応が異なるの

がIll状であるから、それらのプログラム変更の経賀も手数も膨大となる．

これらの11l状に照して、少くとも改正ＭＴＩか月前までに計算方式、診療

vMlU1I請求lﾘl細瞥の聾式形式等の処理明細を、都道府県別に細部にわたっても

II1連を生じないよう、全国腕一のとれた形で公示されなければ、円滑な事務

業務の移行は囚雅である．

これらの駆前のiIkMillllIlI1なしに改正MH行された際に発生する医療事務処理

上の混乱による異常事､１１については、医ｌｊｉｉ機関1Mの努力の限界を超えるもの

であり、すべて貰局の責任により処皿されることとされたい．

以上

」
』
⑰



Ⅱ({ﾄﾞ１１５９年８月日

貴台には益々御清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、医療費抑制の進むなかで、病院経営上深刻な問題

となっている人件費、特に常勤医・パート医の給与につい

て四病院団体医療経済委員会は、それぞれの団体の資料を

もとにして検討してまいりました。

自由経済社会において医師給与の標準額を設定するのは、

時期尚早であり、将来医師が過剰になったとき当然給与は

落ち着くとの意見もありましたが、現在の緊迫した医療経

済と大学医局員の甘えの構造を是正するためにも、一応の

妥当線を出すことは有意義であるとの考えから、別紙のよ

うな標準額を算出しお知らせすることといたしました。

各県では、それぞれの事情に応じて県内病院または大学

関係者と懇談され、病院及び勤務医が共存できるようにご

配慮下されば幸いに存じます。

殿

社団法人全日本病院協

社団…本医療法人協冊圃

］
』
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蕊社団法人日本精神病院協

社団…±㈱㈱露
(五十宵、）



第１表パート医師給与標準額（税込み）

パート医師給与標準額取り扱いについての委員会の見解

1．標準額を大学や業界誌に発表することの是非について検討したが、

各県の!】i情が違うのでかえって混乱を来すおそれがあるということに

なり、各県病院団体または各団体役員に別記のような標準額をお知ら

せし、各県に応じた処理方法を考えて頂くことにした。
２２０００ ２１０００

２３０００ ２２０００

２１０００ ２４０００ ２３０００2．給与額は上限、下限をつくり巾をもたせた。一定額にした場合、公

的病院など現在の支給額より標準額が高くなることもあって、今回の

抑制しようという趣旨に反することになるからである。（第１表）

２２０００ ２５０００ ２４０００

２５２００２６０００

２８０００ ２６４００3．毎年標準額を改正して上限、下限の巾を縮め、将来一定額にするの

が好ましいと思われる。

］
』
『

２３５００ ３００００ ２７６００

２４０００ ３２０００ ２９０００
４－定額採用の県のために別に一定標準額を掲載した。（第１表一Ｂ）

２４５００ ３４０００ ３０４００

10 ２５０００ ３６０００ ３１８００
5．常勤医の年額または月額を定めてほしいとの要望もあったので標準

年額及び某公的病院、某医師会病院の月額を例示して参考とした。

（第２表）

将来は公務員給与に準じたものにすることが望ましいと思われるが、

現在の私的病院の給与は公務員に比し、非常に高額であるので、公務

員給与水準では現実性がない。そのため常勤医標準額は民間給与調査、

または公務員給与等を参考として算定した。

２６０００ ３７５００

２７０００ ３９０００

２８０００ ４００００

３００００ ４５０００

３２０００ ４７０００

賞与が含まれる

卒後年
伜をもった額（Ａ）

下限 上限

－定額（Ｂ）

０

１ 1９，０００ 22,000 ２１，０００

２ 2０．０００ 23.000 22,000

３ ２１，０００ 24,000 23.000

４ 22,000 25,000 24,000

５ 22.000 26.000 2５，２００

６ 23.000 28,000 2６，４００

７ 23,500 30,000 2７，６００

８ 24.000 32,000 29.000

９ 2４．５００ 3４，０００ 3０．４００

1０ 25,000 36,000 ３１，８００

1１ 26,000 37,500

1２ 27,000 39,000

1３ 28,000 40,000

1５ 30,000 45,000

2０ 32,000 4７，０００



第２表常勤医給与額

勤務条件による支給額

1．半日勤務、麻酔医、手術手当、当直、日直手当等については１日パ

ート給与を参考にして各県で算出されたい。

2．夏、冬、期末賞与を取り込んで給与額を算出しているので貸与は別

個に支給しない。

3．給与額は全て税込みである。今後手取りの悪習をなくすよう努力さ

れたい。

】
』
の

４契約時間に遅刻または早退した場合は相当額を支給額から控除する。

5．学会参加のため勤務しなかった場合は手当不支給とする。

6．勤務日が祝祭日に当たって勤務しない時も手当不支給とする。

7．乙欄適用のため、現金支給額が少なくなるが確定申告により調整さ

れる。

8．大学医局より高額の研究費を強制されることが多い。しかも研究費

は事実上、寄付・謝金と見なされ損金にならないことが多い。一方的

な研究費のあり方については検討すべきである。

決って支給

（本給）＋調整十扶養＋賞与

時間外等は別

卒後年
標

月額

準額

ＴｆＦ－ 額

某医師会病院

~j可一額|~扉Ｗ1－
某公的病院

月額 年額

０

１ 416,600 5,000,000 426,200 5,115,000 229,100 2,749,700

２ 458,300 5,500,000 440,500 5,286,500 326,600 3,920,200

３ 500,000 6,000,000 454,800 5,458,000 485,300 5,824,400

４ 583,300 7,000,000 468,900 5,627,800 501,000 6,012,400

５ 666,600 80000,000 482,900 5,795,900 516,700 6,200,000

６ 750,000 9,000,000 496,800 5,962,300 532,200 6,386,600

７ 791,600 9,500,000 510,400 6,125,300 547,500 6,570,900

８ 833,300 10,000,000 521,900 6,262,900 562,700 6,733,500

９ 875,000 10,500,000 532,900 6,395,300 577,500 6,930,500

1０ 916,600 11,000,000 543,800 6,526,100 590,100 7,082,000

1３ 1,000,000 12,000,000 620,700 7,448,700 627,700 7,532,800

1５ 1,083,300 13,000,000 649,500 7,795,100 659,300 7,912,500

2０ 1,166,600 14,000,000 708,300 8,499,700 726,700 8,721,000



派笥［完言全叛民剰受酉UfI己文言丁要誹と害

昭和５９年９月

社団法人全日本病院ＭＩ会

社団法人日本医療法人協会

」
←
①

社団法人日本精神病院協会

社団法人日本病院会

（五十音煩）

病院の安定経営と地域医療の質の確保のため･早急な診療

報酬の改訂を要求する。

区分 点数 H１考

1.診察料

初診料

再診料

往診科

時間外加算

2.投薬料(病院）

調剤基本料

調剤科

処方科

薬品官理科

3.入院時医学官理科

4.入院時経営管理科

5.室料

6.看護科（基準看護

科を含む）

7.給食料

基準給食加算

栄養食事

指導科

医療食加算

8.基準寝具加算

9.救急医療加算

10.医療事務官理科

入院

外采

30%ｱｯﾌﾟ

50%ｱｦﾌﾞ

50%ｱｯﾌﾟ

50%ｱｯﾌﾟ

１ケ月25点

１回１０点

１回２０点

１日２５点

30%ｱｯﾌﾟ

１日２５点

100%ｱｦﾌﾞ

75%ｱｦﾌﾞ

25%ｱﾗﾌﾞ

25%ｱｯﾌﾟ

50%ｱラブ

2点ｱｯﾌﾟ

2点ｱｯﾌﾟ

50点ｱｯﾌﾟ

60点

40点

楓傍科目の専門医師が診療した

場合は各科毎に諸求できること

在宅凍餐重視の恵味

救急医療重視の意味

病院において専門薬剤師のいる

場合、調剤科は保険薬局なみ

新設･薬品の安全管理保管のため

(薬歴管理を含む）

新設･経営管理に伴う費用

サービス･教育費用

診療報酬支払い遅延に伴う

金利等

栄養士による特定疾患の患者に

対する指導

対象範囲の拡大

現場の救急病院への評価

新設

レセプト一枚あたり

〃



３新規要求項目

既設点数項目のアップの他特に診療報酬の合理化とし
て要求する項目は下記のとおり

（１）病院における各科専門医による初診、再診については

各々総合病院であると否とにかかわらず初診科、再
診科を認めろ。

現在は総合病院においてのみ認められているが技術

の重視とともに病院間の不平等による不合理は是正
さるべきである。

（２）病院における薬局は薬jnl師の配置、設備其他調剤薬

局と全く異なるところがない。病院における薬剤に

関する技術科は調剤薬局と同額にすべきである。
（３）薬品管理科の新設

病院においては鷹入された薬剤は安全に管理ざれ保

管されていろ。そのための薬歴管理を含む管理費用

は当然請求されなければならない。

（４）経営管理科

病院は組織的医療サービスを行う有機的機関である。

従来の診療報酬体系は個人としての医師の診療を中

心としたものである。組織的医療サービスとは医師

を主体として多くのパラメディカルスタッフによる

組織的医学管理を含む総合的共同体によって、はじ

めて遂行される。したがって患者に対する入院時医

学官理科は高く評価さるべきであり、その大幅アッ

プは当然なさるべきである。と同時に経営管理科を

新設し審査による診療報酬支払の遅延に伴う金利を

はじめ経営管理にともなう費用、病院における医療

サービスに対する勤務貝その他のサービス教育、そ

の他の管理費用等を保障すべきである。このため経
営管理料の新設を要求する。

（５）医療事務官理科の新設

保険に関する事務費は無料とされているが、複雑膨

解説

１診療綴酬の基本的考え方

昭和４７年１月斉藤厚生大臣が言明したように皆保険下

における診療報酬は国民医療の経営基鍍である。

元来診療報酬は「医療原価・付加価値・労働の対価」か

ら構成さるべきであり医療原価と労働の対価は物価、

人件費の変動に対応するスライド制を導入すべきであ

る。

２診療報酬改訂要求の趣旨

病院、診療所の診療報酬は昭和５３年２月以降今日まで

６年有余の間４回アップし、上昇率の総計は２３．２％であ

る。その間薬価の切り下げは４回に及び計４５．８％切り下

げ等で実質的には据え置きの状態といえる。しかも本

年８月１０日人事院は国家公務員の給与（定昇を除く）の

６．４４％引上げを勧告している。

医療機関特に病院は経営の効率化及び合理化等の各種

の努力を払い、納税の義務も果たして来たが、諸般の

経営指標はすでに限界に達し赤信号を示している。こ

のまま推移すれば私的の病院は経済的崩壊に額する事

は必至である。このように昨今の余りにも短絡的な財

政対策の結果は医療の進歩を阻害し、地域医療体制を

混乱におとしいれ、国民医療そのものを崩壇させよう

としている。

因に昭和５３年より昭和５９年３月に至る間の物価の上昇

は２２．３％（物価レポート８４年経済企画庁物価局篇）で

あり、国家公務員の給与の上昇も約４７％を越えていろ。

このことが統制経済下における病院の安定経営を甚だ

しく圧迫している所以であり緊急に診療報酬改訂を要

求せねばならない理由である。

従って、改訂のポイントは（１）医療の質の確保のための

技術料のアップと（２）病院の経営の安定をはかるため

の病院特有部門のアップの二つであるべきだ。

」
、
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大化した診療貸諸求等の医療事務にかかる経費をい

つまでも他の部門から捻出する形で放置することは、

経営の安定、健全化を著しく阻害し病院の近代化と

良質な医療の砿保への圧迫となっている。このため

医療事務官理科の新設を要求する。

４．その他の緊急要求

（１）開放型病院の規制及び協同指導科の拡大と紹介科の

設定

各種の規制を緩和して公的病院・医師会病院のみな

らず、一般私的扇院にも門戸を開く事が病診連繋の

引き金となり、相互に紹介する場合の紹介料を点数

化する事により責任あるスムーズな患者の流通が期

待できる。

（２）長期投薬の拡大

現在１カ月まで長期投薬が認められるのは、特定の

疾病に特定の薬品を投与する場合に限られているが

病状が安定固定したと認められる坦合、特に疾病等

による制限を設けずこれを認められたい。

（３）基準看護における比率等の改正。

現行基準看護制度は将来抜本的改革若しくは廃止す

べきものであるがその問の緊急対策として次のよう

に改める。

イ．病院内に於ける適切且つ効率的看護体制

即ち少数精鋭のリーダーの下適当数の有資格者お

よび補助者（助手）を配置した医療看護チームを

拐成する。

即ち我が、国に於ける現在の看護婦・准看護婦の

稼働率等を勘案して、現行の看護婦・准看護婦・

看護助手の比率４：４：２を２８５：３に改める。

ロ．基準看護を病棟単位とする。

以上

￣

(｣~１
￣



私的医療機関に対する事業税の

特例措置の存続について

昭和５９年１０月

標記については，かねてから四病院団体連名でこの制度が維持

存続されるよう関係方面へ強く要望しているところでありますが

来年度の地方税の見直しにからめて，これを改悪しようとする動

きがあります。

現在は事業税にかかる医療法人の扱いは，地方税法第７２条の

２２により特別法人とされ，所得金額が５５０万円以下が６＄，そ

れを超える分は８％と一般法人より軽減された税率となっており

ます。

ところが医恢法人が特別法人からはずされ，一般法人並に扱わ

れることになると，その税率は所得のうち，５５０万円以下が６％，

５５０万円を超え７００万円までの分については９％，７００万円を

超える分は１２％ということでかなりの増税を強いられることにな

ります。

また，医療法人は「地方税法第７２条の１４」，個人については

「地方税法第７２条の１７」によって現行は社会保険診療報酬によ

る所得は非課税となっております。

この非課税措置が撤廃され，かつ医療法人が一般法人並みに扱

われることになると，社会保険診惟分の所得を含む医療法人の総

所得金甑（法人税課税所得金額）について６％～１２％の税率に

よる事業税が課税されることになりかなりの税負担を強いられる

殿

全日本病院協会社団法人」
中
図

曰本医療法人協会社団法人

曰本精神病院協会社団法人

曰本病院会社団法人

(五十音順）



ことになります。

因みに医lilZ磯関に対する事業税が改悪された場合，納税額の面で

新・旧比較してどのような結果になるかを別紙により例示し参考に

供することにいたします。

ついては貴医療機関においても，５８年度の法人税課税所得金額を

基準に別紙計算例にならって特例廃止後の増税額を試算され，廃止

された場合の増税額をご確認のうえ対策を検討される必要があると

思います。

社会保険診療報酬引上が長期にわたって据置かれている現段階で

は事業税の増税は，その分だけ利益の巾の縮小となり，経営の悪化

につながりますので課税阻止連動は，当面強力に展開しなければな

らない緊急課題と存じます。（事業税の特例措置の存続理由は別添

」
、
②

理由書参照）



(別紙）

医療法人に対する事業税の特例措置が廃止された場合の事業税納税額の対比表

〔計算の条件〕

1．特例が廃止とは医療法人の事業税における特別法人扱い（地方税法第７２条の２２）及び社会保険診療報酬に対する非課税借■（同法第７２条の１４）がすべて廃止された拐合をいう。

2．税率は標準税率で計算した。

Ａ
医
法
人

Ｂ
医
法
人」
、
』

Ｃ
医
療
法
人

3．貴法人の計算欄（上記計算例にならって試算して下さい。）

収入の内容
所得金額

(法人税課税所得） 現行の事業税計算額（A） 特例が廃止された場合の事業税：fj酊額（B） 差引増税額(B)－(A）

Ａ
医
療
法
人

社保診療収入1,009,030

社保以外の診療収入１７，２０３

その他附随収入２．４２７

計１．０２８．６６０

千円

千円

千円

千円

…－－……………４２，２６７

８３３

計４３．１００

千円

千円

千円

－－．.……非課税

８３３

計８３３

千円

千円

Ｘ
６

100 ＝４９，９８０

４９．９８０

円

円

3，５００

３，５００

３６．１００

計４３，１００

千円

千円

千円

千円

ｘ

ｘ

Ｘ

６

１００

９

１００

１２

１００

２１０，０００

３１５．０００

＝4,332,000

４８５７．０００

円

円

円

円
４８０７，０２０

円

Ｂ
医
療
法
人

社保診療収入2.027,015

社保以外の診療収入８０`２５９

その他附随収入９３，７２６

計２，２０１，０００

千円

千円

千円

千円

伯｡｡■･￣￣￣￣￣●￣■ＩＣローＣ￣●

280,085壬巴…

７８．５７１

計３５８，６５６

千円

千円

--------非課税

3，５００

７５，０７１

計７８．５７１

千円

千円

千円

Ｘ

Ｘ

６

１００

８

１００

＝210.000

＝６．００５，６８０

6，２１５．６８０

円

円

円

3，５００

3，５０

千円

御
Ｘ

Ｘ

・千円×３５１．６５６．．

計３５８．６５６
千円

６

１００

９

１００

２１０，０００

３１５，０００

鵠＝４２｣98720

４２，７２３`７２０

円

円

円

円
３６，５０８．０４０

円

ｏ
医
療
法
人

社保診療収入４５０，５７０

社保以外の診療収入 ４６．３８５

その他附随収入４，０４５

計５０１．０００

千円

千円

千円
、可＝二．

千円

--------…-－－．４４，３５５

ＤＣ￣￣￣●￣□･●●ＤＣＣ■,●

5，７４５

計５０．１００

千円

千円

千円

…－－－－….非課税

3，５００

２，２４５

計５．７４５

千円

千円

千円

Ｘ

Ｘ

６

１００

８

１００

＝２１０，０００

＝1７９，６００

３８９，６００

円

円

円

3，５００

３，５００
■
●

43,100

計５ｑｌＯＯ

千円

千円

千円

千円

×T:5-210000
×

９
－－

１００￣ ３１５，０００

×猯＝５J72000

5,697,000

円

円

円

円
5，３０７，４００

円

社保診療収入千円

社保以外の診療収入

その他附随収入

計

千円

千円

勺ＤＣ●の｡■■￣･の●の●￣●●￣￣￣□●句□￣ﾆﾆｰｰｰｰ=

千円

千円

ＣＣｃＣＣＣｃ●●￣ＣＤ■●

計

｡￣●･●●●●●･￣￣￣●￣･‐●

千円

千円

__－－…_…__非課税

千円

＿ニーニコ■---●｡＝＝ﾆﾆｰ下｡￣

計

千円

×

×

６ 円

100

－

－

￣●￣￣の｡￣のＣＣＣ￣●●●●■￣●■

８ 円

100

－

－

￣●｡●｡￣●￣●●■‐■■＿･□■

千円円

千円
￣ＣＣＣ￣●ＣＤ￣｡●･●｡￣ﾛ■--,つ￣

千円
Bの￣｡●●Ⅱ■｡一一●●の●●￣■●■●●●

×

×

６円
100

９

１００

一

一

－

－

●￣￣￣￣￣￣￣￣の●￣￣･●･￣ＣＣＣ●●･￣￣

円

●￣●●●￣ｃＣＣ●●￣の｡￣●ＧＣＣ￣￣￣ＣＣｄ

千円×搗三…－－……－
円

計千円

￣

円 円



(別添）

客由理

社会保険診療報酬にかかる事業税の非課税措置

（同法第７２条の１４及び第７２条の１７）

の廃止が提起されております。

社会保険診療制度のあり方にてらしても，これに事業税を課

税することは，制度の趣旨にもそぐわないものと考えます。

又，現行税制のもとにおいて，公的医療機関に比較し，私的

医療機関は税負担という差別を余儀なくされており，更にとれ

以上の税負担の加重を強いられることは，私的医療機関に課せ

られた社会的責務をも，果せない結果になることを懸念するも

のです。

よって医療の公共性，公益的使命と，その中における私的医

療機関の果す役割りを自覚し，誠心努力しているわれわれ医療

機関の実態を卒直に認め，従来の制度が維持存続されるよう，

期待します。

］
⑰
、



昭和５９年月日

昭和６０年度の税制改正項目について、病院四団体の総意により
下記事項について要望いたします。

昭和６０年度税制改正検討項目

社団法人……医］
筐二二割

」
①
⑦

社団法人日本医療法人協

議塗
i三越ツー

社団法人日本精神病院協

社団法人日本病院

(五十音順）

項目 ページ

☆医療用掴器の特別楓却
･適用期限の延長

●

健保法改正等で、近年、医療槻関の経営は厳し
くなっている。本制度の開止や縮減は、それを
さらに悪化させることになる。

取得およびリースの場合における税額控除を認め
ること。

中小企業では、電子機器利用設備について、取
得またはリースの場合にぜいがく控除が認めら
れている。医療用槻器についても、その並びで
艶めるべき。

4６

☆非常勤医師の給与（乙棚適用分）に対する源泉徴収
税率の引下げ

病院の非常勤医師の給与については、源泉徴収
税率が高かすぎ、申告時に多額の還付が生ずる
こととなり、不合理。

5１

☆社会保険診療報酬に係る事業税の非課税摺置の存続
近年、医療槻関の経営は苦しい。特に、健保法
改正を行ったばかりであり、この時期に事業税
課税は不適当。

また、健保法改正の際の党と三節会の覚書でも、
医療槻関の経営の安定化に触れている。

8８



社
会
保
険
診
療
報
酬
は
、
昭
和
五
十
三
年
二
月
改
定
以
後
、
第

二
臨
調
の
医
療
費
抑
制
策
の
も
と
に
、
昭
和
五
十
六
年
六
月
お
よ

び
五
十
九
年
三
月
改
定
が
行
わ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
同
時
に
薬
価

基
準
の
大
幅
な
引
下
げ
が
実
施
さ
れ
マ
イ
ナ
ス
改
定
と
な
り
、
Ⅱ
加

え
て
こ
の
間
六
年
有
半
人
件
費
や
物
価
は
三
○
％
以
上
の
上
昇
に

よ
り
実
質
的
に
切
下
げ
ら
れ
、
病
院
経
営
は
長
期
に
亘
っ
て
逼
迫

の
度
を
増
し
て
い
る
。

厚
生
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
で

は
、
去
る
十
二
月
六
日
か
ら
診
療
報
酬
の
合
理
化
お
よ
び
適
正
化

問
題
の
審
議
を
開
始
し
た
が
、
昭
和
六
十
年
度
政
府
予
算
の
編
成

を
目
前
に
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が
早
急
な
結
論
を
得
て
、
一
曰

も
早
く
改
定
の
実
現
を
み
る
よ
う
強
く
要
請
す
る
。

本
年
十
月
の
健
保
法
改
正
に
つ
い
て
の
、
わ
れ
わ
れ
の
調
査
に

よ
れ
ば
、
政
管
健
保
本
人
の
受
診
率
は
低
下
し
、
件
数
に
お
い
て

七
・
九
％
減
、
金
額
に
お
い
て
は
九
・
六
％
の
減
と
な
っ
て
お
り
、

病
院
経
営
は
さ
ら
に
圧
迫
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
政
管
健
保
は

－
．
○
○
○
億
円
以
上
、
組
合
健
保
に
お
い
て
も
一
一
’
三
．
○
○

○
億
円
の
大
幅
な
黒
字
が
予
想
さ
れ
る
な
ど
の
状
況
に
あ
る
の
で

改
定
財
源
の
確
保
に
工
夫
を
図
Ｕ
、
病
院
の
経
営
を
安
定
さ
せ
良

質
な
医
療
が
提
供
で
き
る
よ
う
、
左
記
事
項
の
実
現
を
重
ね
て
要

請
す
る
。

；

政
府
は
、
病
院
経
営
基
盤
の
健
全
化
を
図
る
た
め
、
わ
れ
わ

れ
の
要
求
す
る
七
．
三
一
一
％
の
診
療
報
酬
改
定
を
直
ち
に
実

施
す
る
こ
と
。

昭
和
五
十
九
年
十
二
月
十
五
日

病
院
診
療
報
酬
適
正
化
推
進
会
議

代
表
委
員
全
国
公
私
病
院
連
盟
会
長
五
十
嵐
正
治

代
表
委
員
（
社
）
日
本
病
院
会
会
長
諸
橋
芳
夫

病
院
診
療
報
酬
適
正
化
に
関
す
る
要
請
書

記

〕
、
「



６０年１月

に1コI呈三I窃に量廻む･冊会】jET素I弧lIIIa文、~ロフヨ塵j気

囚

礼、法人日本鯛院会

会長賭ＩZ芳夫

膠liWHmlはⅡ、1153年６月以降実13的に据え匠かれ．この1mの物因．人rIYYの上界

により飼院経営は艮旧に固り．通過のlnを】間しているlﾉＭ１であります．

ここに鯛院の経営を安定させ．良Y1な医1Nが狸U(できるよう．次の要点の政81に

ついて．格１mのご配慮をお願いします．

1．入院時医学管理料のアップ．

２．着ＢＨｌＧＩ

１）君田側及び特に塾119着lRm1同のアップ．

２）蔓１１２着囲承駆基I腰をpi柳111位（一m1．老人．小児．１３神．結核の５区）)）、

に区ブル過ＩＤする．

３）皿１丁の看圏蝿．１k着HIIiB・助手の比率を４：４：２の他に新たな型111例え

ば２：３：５をWi段する．

４）より高い着SE函111が蔑双される－部のｉｉｉ陳については２：１の看蘭処IＩＬ（ｌｉ

ｍ）を新設する．

５）、症川傭鯛室は固定しないこと．

％で抑えること．結核．胴Ｉｉｌｌ明陳についても週lⅡする．

］
ロ
の

３．初診１２１．画診、のアップ．

４．手IIiIGI・皿囿料のアップ．

行為の２１易uI･所要時悶．従印する医師散等を勘案して政:ける．

Ｈ１圃科についても同傾．

著しく不合理な手MGIの例示

区〉） 鯵111了為
ｌｍＩ７点故

111表・乙表

足iEHI氷点数

IlU表・乙表
】ｍＩＩｌ剛ＩﾘＩ

202 人工呼吸断の

気宮内ＩIi管ＩＩｉ

6０ )Ii箇手lli刺

ⅢIｎｌＯＯ

呼吸囚即のときに．心瓜・肺の

剛腿をl苛暁さｕるたに．気Ei内

にカテーテルを)Ii入し、Ｈ１素を

U(１Ｍろ治瓜法である．

手技IMIにmRIなＭ３合が多く．現

行の人工呼吸60点にiIi箇手岐科

100点をM1筒できるよう望みに

い ●

2１２ lIiU1のm11p

処固 ,ｌｌｉ
叩 ● 乙

同一点政

手ＩｍＭｌＦ，乙Iril-点数の運爪

であることから．IIi償の０１１回、

園の仰定が111は．乙よりも著し

くLIMさ'している。

IF・乙両方表を同一の運lUに足

正されたい．

377 先天性ｎ週

ＷＭ症手ＩＦ

2.500 14.000

Wi生児を対象とりる食道I】１Ｍ症

は ●

いて

気管と食道が痩状になって

０ MMMⅡ収が不能のため．

形成手11iが必喪となる．手技119

に囚Ｍな阻合が多く．食道癌１町

ｌｌｌｌＩｉ（２）．胸部のもの(14.000

点）狸l血に．手伎１Ｍを是正され

たい ●

212 皮Ｈｉｌｌ剛囿 なし 1２ なし

|篝：
乙表の囲合．処圀範囲が小さい

とき．処囿(１２点）を同定する

と．内11ili諺ＥＩＩ３５点）が、定

できなくなり不合】mである．

是i[されたい．

375 食遡癌llillIⅡ『

(首部のもの】

10,000 150000

胸部のもの(14.000点）１１１部の

t)の(13.000点）とlこして剛Ｉ

な四台が多く．著しく均旧iを失

している．厄i［されたい．



５．故91籾MlliW1のアップ．

６．救急医uiIにて．時IRU外のＸ腕脇彫検査についての崎11M外加、のUiBll．

７．lNlnlImMWBI金

１）薬剤11FのIj〔IIi刺をU】l[に評価すること．

２）入院崎鞭歴管理料のWiBq、

３）旧剤技l剛塾本科及び綱剤刺の適正化……一・保険鋼剤薬局の料金との均衡

を削る．

８．特定}ＭＩＭ料及び1碇材卿・圏材について保険１８１Jの拡大を図る．

特にIIBljtmImll者等の感染予防のためディスＪ１:－１fプル圏材をMjlUした鳴合

の保険点敗化が必要．

９．塁l悩寝風（病衣）の点政引上げ（現I了４点）

〕
の
①

１０．医Imlll食品!１１１陣点敗の引上げ（現１７１４点）



昭和60年１月１８日

このような物価、人件費の上昇に対し、組罰医療を行う病院として

は、当然それに見合う診療報酬の引上げが必要であり、医療のEHの

低下を防ぐためにも、我々四病院団体は全員の統一見解として59年

９月17.0％の引き上げを要求した。

然るに59年12月決定した引上げ幅は医科3.5％であり、これは我々

の要求を殆ど無視したものといってもよい。

田〈ところによれば３月実施予定の診療報酬の具体的内容は、１月

中に決定されるとのことである。限られた上げ幅の中での改訂とは

いえ、地域における医療の砿保のため重点的、効率的な配亙につぎ

唯一の窓口としての資会の賢明な対処を期待すると共に、地域に密

着した病院の窮状と病院医療の特性を御賢察の上、点数配分につぎ

再考されることを重ねてお願いする次第である。

日本医師会

会長羽田春兎殿

社団法人全日本病院協会

社団法人日本医療法人膨会

］
①
○ 社団法人日本精神病院協会

社団法人日本病院会

（五十音順）

診療報酬の改訂に関する要望書

診療報酬は昭和53年２月以降6年有余、実質的に据え置かれている

実態は何人もこれを否定することはできない。その問物価の上界は

22.3％、国家公務員の給与の上昇もまた約47％に及んでいろ。



昭和６０年２月 要望意見をとりまとめましたので、ここに要望いたします。

戻受 記

I地域医療計画について

１．第30条の３関係

（１）地域医療計画において定める事項として、同条第２項及び第３

項に列記されているが、医療を行う機関は病院と診療所である

ので、診療所とりわけ有床診療所について地域医療の実績に基

づく明確な位置付けを行うよう改められたい。

社団法人全日本病院協会

社団法人日本医療法人協会

社団法人日本精神病院協会 (2)第３項第１号において「一般医療を提供する病院、高度又は特

殊な医療を提供する病院及びその他の病院」とに病院を３つのグ

ループに分け、それぞれの整備の目標を定めることとなってい

るが、医療の実情に照らし適切でないと考えられるので機能面

に着目した整備とされるよう次のとおり修正されたい。

（修正案）

前項第２号の厚生省令で定める高度又は特殊な医療を提供する

￣

｡、

￣

社団法人日本病院会

（五十音順）

肩床に関してそのを勘

一一案法正改
見

部
意
一
望

の
要

法
乙

療
す

医
対 病院の扇庫及びその他の病院の

しての整備の目標に関する事項

棟記についてわれわれ四病院団体は、かねてより数次にわたり病院の立囲

から重見具申を行ってきたところでありますが、今般改正法案の各条項に

ついて改めて四病院団体連絡協議会を開催し検討した結果、下記のとおり

(3)第４項において「区域の設定並びに必要病床数に関する擦準は

厚生省令で定める」とあるが、地域事情によるものであり弾力的

運用が図られるよう「指導又は助言｣に改められたい。



(4)第９項において「診顧又は調剤に関する学識経験者の団体の意

見を聴く」とあるが、地域医顔計画における病院の役割に鑑み、

是非とも病院の団体の意見が反映できるよう本項を次のとおり

修正されたい。

（修正案）

都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計

画の案を作成するため、病院･診療所又は薬局に関する学識経験

者の団体の意見を聴くものとする。

防止するため、ここにいう勧告は少なくとも既存病院に対しては、

増床の場合に限るよう次のとおり修正されたい。

(修正案）

都道府県知頚は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合

の開設増床しようとするには、病院を朋設しようとする者又は

者若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて病院

の開設、増床に関し必要な事項を勧告することができる。

１１医原法人にかかる規定について

１．今回の改正法案において医療法人の役員の定数及び欠格事由（第４６

条の２）、理事長は原則として医師又は歯科医師であること、理事

長は医療法人を代表すること（第46条の３）等が新たに規定されてい

るが、既存の医療法人についてはこれにかかわらず従前の例による

ことができる旨規定されたい。

なお、現行医療法人制度については昭和61年度をめどに抜本的見直

しを行い、医業関連税制、公的補助、公的融資等の制度を改善又は

創設し経営の安定と率業の永続性を保障するよう国会審議の場にお

ける附帯決議等の具体的措置を諸ぜられたし､。

(5)第10項の都道府県医療審議会の委員構成については、前項と同

様の趣旨により政･省令等において公、私、医顧法人病院の団体

を代表する者を明確に位置付けるよう措置されたい。］
⑦
画

2．第30条の４関係

国は医療計画の作成の手法その他重要な技術的事項については、厚

生大臣の諮問幽関である医療審議会の意見を聴いて都道府県に対し

必要な助言をすることができることとなっているが、ここにいう医

療審謹会についても公、私、医原法人病院の団体を代表する者を委

員構成に位置付けるよう措置を諸ぜられたし､。

２．１人法人制度の法制化に当っては、既存の医療法人のおかれている

条件との均衡を失しないよう慎璽に取り扱われたい。3．第30条の７関係

本条において都道府県知事は、医疫計画達成のため必要がある場合

には、病院の開設者若しくは管理者に対し必要な調項に関し勧告す

ることができる旨定めているが、病院運営の安定化と医療の混乱を

11【その他

今回の改正案のほか、現行医療法規定のうち早急に改正すぺき事項と



して、次の点について所要の捲団を謡ぜられるよう併せて要望する。

1．病院と診旗所(法第１条）について現行の病床数による区分は適当で

ないので､医療体制における機能面に主眼をおいて再検討されたい。

2．総合病院(法第４条)については、抜本的見直しをされたい。

3．医業に関する広告制限(法第69条)については、医療事情の変化並び

に情報化時代に即し、受診者並びに医療機関相互の連携の立場から

これを緩和し、その適正化を図られたし､。

4．診療科名(法第70条)については、医学医術の進歩、医療の専門化、

細分化並びに拡大化に伴いこれに即応した診療体制が求められてい

る現状に鑑み、新たな観点にたって検討されるべきものと考えろ。

〕
⑦
②



顧問・参与

役職名 属 連 絡所 先 竜 ロ

顧"問ＷＴｉ憶瀧fiiifiぞi;j;に|:::Mi聰脱旧宅,に紺

ＤＩＩ|:iliNiHi腱
愛知県名古屋市西区松前町３－４５

" 南区霞町７８（自宅）

東京都港区北青山２－５－８′､ザマビルヂング内

〃世田谷区代田４－１０－１６（自宅）

東京都練馬区中村南３－２４（自宅）

０５２－５５１－６：

０５２－８１１－４（

０３－４７０－６（

０３－３２８－０〔

０３－９９０－９（

｣醤jiI剃iｉ
大阪府大阪市住之江区東加賀屋1-18-18

〃住吉区帝塚山中１－８－９(自宅）

東京都三鷹市下連雀８－３－６

〃杉並区善福寺２－２１－１３（自宅）

三重県津市南新町１７－２２

〃新町１－２－３６(自宅）

東京都千代田区神田駿河台２－５

０６－６８５－０〔

０６－６７３－４］

０４２２－４７－４〔

0３－３９７－２（

０５９２－２７－６ｺ

Ｏ５９２－２８－５Ｉ

０３－２９１－２：

"｜大浜方栄|参議院議員''001東京都千代田区襄塁鴎昌皇屋133号室’03-581丙昌

東京都新宿区戸山町１

〃世田谷区下馬６－４１－７(自宅）

東京都渋谷区神南２－２－１

神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘１８８
（自宅）

東京都中央区明石町１０－１

〃板橋区志村１－３４－７－１００４（自宅）

東京都渋谷区神宮前５－８－２し)i溌訓Ⅲ
０３－２０３－５〔

０３－４１８－５〔

０３－４６５－１］

０４５－３３１－２〔

０３－５４１－５】

０３－９６９－７〔

０３－４００－８〔

〃ｌ平岡栄一｜(初日本病院薬剤師会会長’１５０１東京都渋谷区渋谷２－１２－１５薬学会館’０３－４０６－０４

－１６４－



し
７
』 貝

職名 病院名 所在地 電話

長|千葉県|諸…|国保旭中央病院鴫
旭市イの１３２６

旭市イの１８６３

東京都目黒区中目黒１－１－１７
恵比寿苑２１１

南佐久郡臼田町大字臼田１９７

南佐久郡臼田町大字臼田２２１１－２

品川区北品川１－２３－１９

渋谷区南平台4-8アシ，ｱﾏﾝｼﾖﾝ207

枚方市中宮東之町１２－１４

枚方市大垣内町１－３－３７

秋田市中通１－４－３６

秋田市高陽青柳町１４－２

士浦市真鍋新町１１－７

束京都新宿区中落合３－２９－６

水戸市双葉台３－３

水戸市見和２－２５－１０

蕨市北町２－１２－１８

東京都杉並区南荻窪１－７－１１

八千代市八千代台北６－７

八千代市八千代台北１１－２０－３

束京都葛飾区金町３－４－５

干葉県松戸市中矢切４８８－２８

横浜市港北区菊名７－１－１l

横浜市港北区菊名７－１－１１

富山市五福１１３０

富山市五福２５７６－８

浜松市住吉２－１２－１２

浜松市和合町１５４

久居市新町１０２２

津市渋見町７７０－３５

京都市伏見区京町９－５０

京都市伏見区京町９－３６

大阪市天王寺区筆ケ崎町５－５３

大阪市住吉区帝塚山中２－８－１５

大阪市城東区東中浜１－３－１７

兵庫県芦屋市三条町２３－５

高知市桜井町２－７－３３

高知市愛宕山南町４－３７

福岡市中央区天神１－３－４６

福岡市博多区中洲５－１－１９

福岡市中央区薬院４－６－９

福岡市中央区薬院４－５－９

289-25

289-25

１５３

04796-3-8111

04796-2-0368

08-711-6604

》埖蝿舵》舵嚥醜》舵》舵州臨》舵》醜、舵副舵辨舵国舵鍛舵赤舵認舵孵眈強舵人醜
医
日
医
都
済
個

院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院

》佃》（甸仔》》日冊挿》》燕》蔀剖》冊
十
中
剛
南

佐
北
有
秋
士
水
蕨
八
一
局
港
西
総
国
岡
大
大
高
済
福

一
稔
蔵
夫
真
喜
亘
輔
螢
彌
郎
作
通
一
皎
学
二
武
文

俊
源
吉

清
憲

一
正
耕

隆
慶
呂
博

月
野
澤
本
内
野
谷
木
山
野
能
山
崎
本
杉
道
藤
屋
山

本
若
河
有
竹
登
丹
池
鈴
高
平
西
中
岡
岡
二
大
近
土
菱

県
都
府
県
県
県
県
県
都
県
県
県
県
府
府
府
県
県
県

野
京
阪
田
城
城
玉
葉
京
劇
山
岡
重
都
阪
阪
知
岡
岡

長
東
大
秋
茨
茨
埼
千
東
神
富
静
一
一
一
京
大
大
高
福
福

長
事

会
〃
〃
〃
腿
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

384-03

384-03

１４０

１５０

５７３

５７３

０１０

０１０

３００

１６１

３１０

３１０

３３５

１６７

２７６

２７６

１２５

２７１

２２２

２２２

９３０

９３０

４３０

433

514-11

５１４

６１２

６１２

５４３

５５８

５３６

６５９

７８０

７８０

８１０

８１０

８１０

８１０

02678-2-3131

02678-2-2045

03-474-0023

03-463-2455

072ト47-2606

0720-43-8360

0188-34-3361

0188-24-4484

0298-23-3111

03-951-1982

0292-54-5151

0292-53-0666

0484-32-2277

03-332-0112

0474-83-1555

0474-82-4732

03-607-3260

0473-62-0655

045-421-8944

045-421-8946

0764-41-2481

0764-32-3207

0534-74-2222

0534-73-8737

05925-5-3120

0592-25-4030

075-611-1114

075-611-9181

06-771-5131

06-671-2306

06-967-7111

0797-34-0126

0888-82-1211

0888-75-4220

092-771-8151

092-291-1253

092-531-7031

092-531-5775

－１６５－



理事

病院名役職名 所在地 電記

赤
宅
県
宅
村
宅
村
宅
連
宅
人
宅
赤
宅
人
宅
人
宅
人
宅
連
宅
人
宅
人
宅
村
宅
人
宅
村
宅
県
宅

自
府
自
町
自
町
自
生
自
雛
目
自
雛
自
雛
自
雛
自
生
自
雛
目
自
町
自
離
自
町
自
府
自

日
都
市
市
厚
公
日
公
医
医
厚
医
個
市
医
市
都

院
院
館
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院

啼荘蹄》》》昨辨辨『》》沸副孵咄冊
病
病
生
病
病
病
病
病

旭
岩
山
い
白
総
小
聖
．
織
日
相
大
篠
富
許
昭
岐

郎
彦
男
也
一
助
長
郎
慶
雄
郎
肇
功
二
陸
郎
太

太
之

一
彌

勝
保
静
正
良
源
重
篤
正
邦
昭

礼
源
善

上
子
藤
内
藤
坂
地
本
瀬
井
野
崎
田
山
口
橋

辺
水
金
安
竹
遠
星
井
野
織
深
石
小
篠
石
許
小
高

道
県
県
県
県
県
県
都
都
都
県
県
県
県
県
県
県

侮
手
形
島
島
島
玉
京
京
京
菊
劇
菊
山
梨
野
阜

北
岩
山
福
福
福
埼
東
東
東
神
神
神
富
山
長
岐

事

〃
〃
〃
〃
〃

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

理

旭川市曙１条１丁目

旭川市神居４条４丁目

盛岡市本町通１－１－１

盛岡市天神町１３－２O

山形市七日町１－３－２６

山形市あこや町２－１４－１

いわき市常磐上陽長谷町上ノ台２

いわき市常磐湯本町栄田７１

白河市横町１１４

白河市昭和町２４９－３

会津若松市一箕町大字鶴賀字

船ケ森東１８１－１

会津若松市日新町６－１７

比企郡小川町小川１５２５

東松山市大字高坂１３９１－１

中央区明石町１０－１

北区田端５－５－２

情瀬市旭が丘１－２６l

練馬区東大泉３－３８－１０

千代田区内幸町１－３－２

目黒区上目黒３－３１－５

相模原市橋本２－８－１８

相模原市相武台２－２－１８

横浜市神奈川区入江２－１９－１

横浜市中区石川町２－７８

横浜市保土ケ谷区上星川町391

横浜市保土ケ谷区上尾Ⅱ|町391

富山市今泉２９２

富山市高屋敷855-4

甲府市中央１－１２－６

甲府市中央１－１２－６

駒ケ根市赤穂３２３O

駒ケ根市赤穂４１４５

岐阜市野一色４－６－１

岐阜市光明町３－３－２

松本アイリス４１４号

岐阜市一番町１

岐阜市一番町１

静岡市追手町８－２

静岡市大岩本町５－１７

静岡市北安東４－２７－１

静岡市緑町８－４

瀬戸市西追分町１６０

瀬戸市南山町３－３８

名古屋市中区栄１－３０－１

名古屋市東区泉１－１７－３

第２オレンジビル８Ｆ－Ａ

０７０

０７０

０２０

０２０

９９０

９９０

９７２

９７２

９６１

９６１

９６５

0166-22-8：

0166-62で〔

0196-5＄1］

0196-24-41

0236-22-51

0236-31-2〔

0246-43-4

0246-42-2（

O2462-2-22
02482-2-1（

0242-25-1（

0242-27-9（

0493-72-2〔

0493-34-5：

03-541-5：

03-821毛〔

0424-91-2：

08-922-12

03-502-7Z

O3-713-22

0427-72-42

0462-51-6（

045-401-2‘

045-641-4〔

045-401-0（

045-371-0（

0764-22-1］

0764-21-0〔

0552-33-5］

0552-33-5］

02658-2-2］

O2658-3-87

0582-45-3］

0582-53-62

９６５

３５５－０３

３５５

１０４

１１４

２０４

１７７

１００

１５３

２２９

２２９

２２１

２３１

２４０

240

930-11

930-11

４００

400

399-41

399-41

５００

５００

llll1il蕊巴

０
０
０
０
０
０
９
９
０
１

０
０
２
２
２
２
８
８
６
６

５
５
４
４
４
４
４
４
４
４

Ｈ
Ｈ
鞭
捌
刊
巡
刊
刑
飛
刊

柵
術
刊
鍜
珊
瑚
捌
刊
皿
捌

２
２
２
２
２
２
１
１
一
一

８
８
４
４
４
４
６
６
２
２

５
５
５
５
５
５
５
５
５
５

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

－１６６－



経営主体

竺二}巽署}二
病院名 所在地 電話

田元次｜名古屋被済会病院

iiliiiTililli
名古屋市中川区松年町４－６６

名古屋市昭和区御器所3-3-12

大阪市北区芝田２－１０－３９

吹田市古江台１－２０－１O

吹田市津雲台１－１－，６

大阪市阿倍野区北畠３－９－１１

大阪市大淀区天神橋７－５－２６

西宮市霞町４－１７

神戸市長田区一番町２－４

神戸市東灘区本山北町
４－７－５９－１３０６

加古川市米田町平津５９６

加古川市米田町平津６２９

尼崎市杭瀬大崩l

伊丹市鈴原町７－４９－２

神戸市兵庫区荒田町１－９－１９

神戸市兵庫区荒田町１－１１－１

御所市池之内１０６４

御所市大字柏原１６０４

和歌山市友田町２－２８

和歌山市新内２１７

和歌山市塩屋６－２－７０

海南市日方１１８８

松江市母衣町２００

松江市灘町４０－１

岡山市丸の内２－１－１０

岡山市北方３－７－４１－１

山□市八幡馬場５３－１

山ロ市後河原３３

高知市入明町１－５

高知市大川筋２－７－３

福岡市南区大楠３－１－１

福岡市南区筑紫丘２－１８－２６

長崎市籠町７－１８

長崎市平野町２１－９

熊本市段山本町４－３８

熊本市水前寺公園２７－１

４
４
０
５
５
５
１
２
３
８

５
５
３
６
６
４
３
６
５
５

４
４
５
５
５
５
５
６
６
６

052-652-7711

052-881-0306

06-372-0333

06-872-0810

06-871-0121

05661-3877

06-351-5381

0798-36-6000

078－576-5251

078-452-7963

〃｜大阪府｜豊島正忠

〃ｌ大阪府｜吉岡観八

〃｜大阪府｜加納繁美

〃｜兵庫県｜安東三郎

三
〃｜兵庫県｜平野明 0794-31-0234

0794-32-3549

06-488-1851

0727-81-1785

078-521-1222

078-531-3849

07456-2-2058

07456F2屯765

0734-31-0351

0734-22－5138

0734-44-1600

07348-2-8035

0852-24-2111

0852-21-3250

0862-25-1921

0862-22-2084

0839-23-0111

0839－22-0270

0888-22-5155

0888-25-2626

092-521-1211

092-541-4401

0958-21-1214

0958-44-1984

0963-54丁9163

0963-84-0192

５
５
０
４
２
２
皿
呪
０
０
１
２
０
０
０
０
３
３
０
０
５
５
０
２
０
２

７
７
６
６
５
５
少
少
４
４
４
４
９
９
０
０
５
５
８
８
１
１
５
５
６
６

６
６
６
６
６
６
岡
田
６
６
６
６
６
６
７
７
７
７
７
７
８
８
８
８
８
８

〃｜兵庫県｜北村行彦

〃ｌ兵庫県｜小原知次郎

〃｜奈良県｜南 溢

〃｜和歌山県｜中村了生

〃｜和歌山県｜遠藤香苗

〃｜島根県｜石倉幌

〃｜岡山県｜榊原宏

〃｜山口県｜吉冨正

〃｜高知県｜岡村一雄

〃｜福岡県｜鍬塚登喜郎

〃｜長崎県｜岩永光治

" ｜熊本県’三浦義

騨靴麓
川崎市川崎区駅前本町３－１

.逗子市小坪４－８４５－１５清風庵

西茨城郡友部町鯉渕６５２８

水戸市河和田東原１４９－１

044-244-0131

0468-73-3662

02967-7-1121

0292-52-6865

事｜神奈川県Ｉ太田清 ２１０

249

309-17

311-41

''ｌ茨城県｜戸川潔

蓑に:l:窟
長浜市宮前町１４－７

長浜市八幡東町大字下牛丸別018臓錫型長浜赤十字病院|･自奎|雛
新宿区西落合１－２７－１O

豊島区駒込１－１３－１６ﾛ#/iﾀﾙflp㈱全
03-951-9116

03-945-6068

１６１

１７０

－１６７－



代議貝

‐.【-F■＝ 病院名 所在地 電口【役職名

０５７

０６２

０３４

０３７

０２４

０２０

９８０

９８２

０１１

０１０

９９３

９９０

９６９

９６０

３０９

３１０

３１１

３２４

３２９

３７１

３７０

３６６

３５６

２８９

２８０

１８０

１４０

１０２

１６１

１２５

１１４

１６６

２１０

２２９

２３８

２２３

９５９

９５０

９３０

９３９JLljl
浦河郡浦河町東町２３０

札幌市白石区平和通３丁目
北２－３

＋和田市西１２番町１４－８

五所川原市字一ツ谷１６０

北上市花園町１－６－８

盛岡市肴町２－２８

仙台市清水小路３－l

仙台市八木山本町２－４３－３

秋田市土崎港中央４－５－１４

秋田市南通みその町３－１５

長井市宮３７８

山形市桜町２－６８

伊達郡国見町大字塚野目字
三本木１４

福島市北町１－４０

西茨城郡岩瀬町大字鍬田６０４

水戸市宮町３－２－７

東茨城郡大洗町大言町９１５

大田原市住吉町２－７－３

河内郡南河内町大字薬師寺
３３１１－１

前橋市朝日町３－２１－３６

高崎市上佐野町７８６－７

深谷市大字上野台８５６－１

上福岡市上福岡１－１４－７

香取郡小見川町南原地新田４３８

干葉市長Ｎ１２－２１－８

武蔵野市境南町１－２６－１

品川区東大井５－８－１２

千代田区九段南２－１－３９

新宿区西落合１－２７－１０

葛飾区東金町４－２－１０

北区中里１－５－６

杉並区和田１－４０－５

)||崎市)||崎区新川通１２－l

相模原市淵野辺３－２－８

横須賀市小矢部２－２３－l

横浜市港北区日吉本町ｌ９６６

北蒲原郡水原町岡山町１３－２３

新潟市西有明町１－２７

富山市西長江２２０

高岡市戸手町３－１５－１１

也
潔
政
雄
宏
巌
男
浩
夫
士
一
男
尚
光
夫
樹
孝
郎
一
洋
学
夫
一
之
英
久
臣
三
博
朗
夫
郎
平
章
敬
春
郎
卓
亨
弘

章
自

与

達
保
登

三
照
泰
浩
秀

正
和
茂
達
清

紹
寿
厘
正
直
貞
三

益
嘉
太
一

正
一

01462-2-51

011-861-81

01762-3-51

0173-34-33

0197-64-77

0196-23-13

0222-66-71

0222－43-11

0188-45-01

0188-33-11

02388-4-21

0236-23-17

024585-21

0245-22-91

02967-5－31

0292-31-23

02926-7-21

02872-3-11

0285-44－21

0272-24-45

0273-47-11

0485-71-15

0492-62-31

04788-2－31

0472-27-83

0422-32-31

03-474-27

03-262-91

03-951-91

03-607-00

03-821-64

03-381721

044-233-55

0427-54-22

0468-52-11（

044毛3-73'

０2506-2-27

0252-67-12

0764-24-15

0766-63-11

嘉
野
末
中
倉
栃
丹
女
峯
瀬
高
篠
本
渡

北海道

北海道

青森県

青森県

岩手県

岩手県

宮城県

宮城県

秋田県

秋田県

山形県

山形県

福島県

福島県

茨城県

茨城県

茨城県

栃木県

栃木県

群馬県

群馬県

埼玉県

埼玉県

千葉県

千葉県

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

神奈川県

神奈川県

神奈川県

神奈川県

新潟県

新潟県

富山県

富山県

Ｐ
田
武
村
光
内
野
川
木
戸
橋
田
宿
辺
宅

代議員

"

"

"

"

"

"

′’

''

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

林
会
斉
松
長
山
高
井
小
柏
丹
川
中
河
野
金
長
藤
土
山
熊
寺
青
吉
高

沢
藤
本

崎
木
上
林
戸
羽
瀬
川
丼
村
地
崎
森
屋
本
田
田
池
崎
木
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経営主体病院名 所在地 電

名
員

職
議
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

役
代

JlillJJl
鳥取市江津730

倉吉市瀬崎町２７１４－１

出雲市今市町１１６

松江市雑賀本町８２

岡山市丸の内１－６－２０

津山市二階町６７

新見市新見８２７－l

広島市中区基町７－３３

広島市南区宇品町２６－１９

下関市上新地町３－３－８

防府市三田尻１－１－２４

億島市中通町１－２９

高松市天神前４－１８

坂出市室町３－５－２８

松山市文京町１

松山市大手町２－６－５

高知市丸ノ内１－７－４５

高知市上町３－２－６

福岡市中央区舞鶴３－５－２７

福岡市東区香椎３－３－l

久留米市津福本町４２２

福岡市中央区平尾２－１３－２４

佐賀市水ケ江１－１２－９

佐賀市田代２－７－２４

長崎市茂里町３－１５

長崎市深堀町１－１１－５４

熊本市長嶺町２２５５－２０９

熊本市島崎２－２２－１５

大分市千代町３－２－３７

延岡市新小路２－１－１０

鹿児島市加治屋町２０－１７

那覇市古波蔵１１３

0857-26-2

08582-2-（

0853-22-5

0852-25-2

0862-22-8

08682-2-6

08677-2-2

082-221-2

0822-55-3’

0832-31-5

0835-22-2

0886-26-3

0878－6１－３

08774-6-1

0899-24-1

0899-43-1

0888-22-6

0888-22-71

092－721-0（

092-662-1

0942-35-3

092-521-0

0952-24-2

0952-24-5

0958-26-41

0958-71－11

0963-84-2

0963-54-1’

0975-32-6

0982-32-6

0992-24－2

0988-53-3

鳥取県

鳥取県

島根県

島根県

岡山県

岡山県

岡山県

広島県

広島県

山口県

山口県

徳島県

香川県

香川県

愛媛県

愛媛県

高知県

高知県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

佐賀県

佐賀県

長崎県

長崎県

熊本県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

宮
島
浦
本
本
本
田
木
田
村
田
西
尾
原
屋
田
本
中
働
手
川
丸
口
田
井
金
澤
村
渡
原
嘉

々
一
局

岩
野
杉
森
秋
宮
木
佐
岡
西
村
中
妹
藤
士
宮
山
田
兵
原
井
吉
鶴
山
藤
福
松
金
岡
船
上
比

緑
助
苣
紀
二
郎
一
一
一
郎
二
一
郎
修
夫
和
敏
熈
芳
正
夫
彦
郎
陽
長
之
利
順
暢
一
雄
護
美
實

之
子

太
鉄
純
正
若
祥
恵
甲
泰
静
寿

利
憲
定
信
彰
稔
貞
安
一
東
廣
弾
長

秀
幸
幹
勝

６８０

６８２

６９３

６９０

７００

７０８

７１８

７３０

７３４

７５０

７４７

７７０

７６０

７６２

７９０

７９０

７８０

７８０

８１０

８１３

８３０

８１０

８４０

８４０

８５２

８５１

８６２

８６０

８７０

８８２

８９２

９００

－１７０－



鞭曰本病院会委員会委員名簿
1．医療制度委員会

丹野清喜委員長

小野肇副委員長

小西宏副委員長

左奈田幸夫委員

井上昌彦委員

尾崎恭輔委員

大野松次委員

佐分利輝彦委員

紀伊国献三委員

行天良雄委員

荒井蝶子委員

大森文子委員

原俊夫委員

水戸済生会病院

大口東総合病院

済生会神奈川県支部

病院システム開発研究所

北里大学

東海大学

京浜総合病院

厚生省病院管理研究所

筑波大学

曰本放送協会

聖路加看護大学

曰本看護協会

公立昭和病院

茨城県

神奈川県

神奈川県

東京都

東京都

O292-54-5151

045-401-2411

045-662-4721

03-328-0830

03-444-6161

0463-93-1121

044-777-3251

03-203-5327

0298-53-2111

03-465-1111

03-543-6391

03-400-8331

0424-61-0052

神奈川県

都
都
県
都
都
都
都

京
京
城
京
京
京
京

東
東
茨
東
東
東
東

2．病院管理運営委員会

若月俊一委員長

岡本隆一副委員長

大道学委員

士屋呂武委員

菱山博文委員

小原知次郎委員

寺田一郎委員

野辺地篤郎委員

佐久総合病院

岡本病院

大道病院

済生会福岡総合病院

福岡城南病院

小原病院

水原郷病院

聖路加国際病院

県
府
府
県
県
県
県
都

野
都
阪
岡
岡
庫
潟
京

長
京
大
福
福
兵
新
東

02678-2-3131

075-611-1114

06-962-9621

092-771-8151

092-531-7031

078-521-1222

02506-2-2780

03－５４１－５１５１

①統計調査部会

大道学部会長

三宅浩之委員

大道病院

関東逓信病院

一１７１－

大阪府

東京都

06-962-9621

03-448-6537



病 大阪府

宮城県

和歌山県

東京都

牧安孝委員

関田康慶委員

遠藤香苗委員

飯田信吾委員

牧 院 06-953-0120

0222-74-1111

0734-44-1600

03-474-5861

東北大学

和歌浦中央病院

北品川総合病院

②医療事故対策部会

菱山博文部会長

藤森暢路委員

勝守昭雄委員

遠藤良一委員

ボ日田健二委員

前田マスヨ委員

岡城南病院

森病院

福岡県

兵庫県

東京都

福島県

東京都

神奈川県

福
藤
北
白
関
東

092-531-7031

0792-24-1357

03-474-5861

02482-2-2211

03-803-5151

0463-93-1121

品川総合病院

河厚生総合病院

川総合病院

海大学病院

③防災対策部会

小原知次郎部会長

上林三郎委員

倉持一雄委員

松井永二委員

入山和太次委員

渕沢みさえ委員

植田義雄（協力委員）

小原病院

聖路加国際病院

自治医科大学

大垣市民病院

武蔵野赤十字病院

牧田総合病院

恵寿総合病院

兵庫県

東京都

栃木県

岐阜県

東京都

東京都

石川県

078-521-1222

03-541-5151

02854-4-2111

0584-81-3341

0422-32-3111

03-762-4671

07675-2-3211

④労務・福利厚生・物品部会

岡本隆一部会長

加納繁美副部会長

中野進委員

本宿尚委員

星源之助委員

石橋秀雄委員

岡本病院

総合加納病院

京都四条病院

公立藤田総合病院

総合会津中央病院

府
府
府
県
県
都

都
阪
都
島
島
京

京
大
京
福
福
東

０７５－６１１－１１１４

０６－３５１－５３８１

０７５-361-5471

024585-2121

0242-25-1515

03-759-8885目蒲病院

－１７２－



石山稔委

緒方廣市委

聖路加国際病院

武蔵野赤十字病院

東京都

東京都

員 03-541-5151

0422-32-3111員

3.勤務医対策部会

土屋呂武

長
員
員
員
員

〈室部
委
委
委
委

済生会福岡総合病院

聖路加国際病院

神戸市立西市民病院

榊原十全病院

相模原協同病院

福岡赤十字病院

聖路加国際病院

福岡県 092-771-8151

03-541-5151

078-576-5251

0862-25-1921

0427-72-4291

092-521-1211

03-541-5151

野辺地篤郎

安東三郎

榊原宏

石井昭郎

鍬塚登喜郎

牧野永城

東
兵
岡

京

都
県
県

庫
山

神奈川県

委
委

ロ
貝
巨
貝

福岡県

東京都

4．教育委員

竹本吉夫

会

秋田赤十字病院

士浦協同病院

曰本大学

順天堂医院

目蒲病院

名古屋披済会病院

中村病院

関東逓信病院

曰本看護協会

聖路加国際病院

全国自治体病院協議会

県
県
都
都
都
県

田
城
京
京
京
知

秋
茨
東
東
東
愛

委員長

副委員長

委員

委員

0188-34-3361

0298-23-3111

03-972-8111

03--813-3111

03-759-8885

052-652-7711

073431-0351

03-448-6537

03-400-8331

03-541-5151

03-261-8555

03-583-6871

登内 真

三宅史郎

川北祐幸

石橋秀雄

太田元次

中村了生

三宅浩之

井上幸子

内田卿子

米田啓二

黒田幸男

委 員

委
委
委
委
委
委

一

貝

和歌山県
ロ

貝

都
都
都
都
都

一
泉
一
足
一
泉
一
足
一
足

東
東
東
東
東

員

員

ロ
貝
□
貝

虎の門病院委 員

－１７３－



信教育委員会

高橋政頑委員長杏林大学医学部

竹村喬副委員長ｉ礫!i謹蛤医療ｾﾝﾀｰ
犬塚貞光委員福岡大学病院

大町文子委員元日本バプテスト病院

落合勝一郎委員東京文化学園

笠井良一委員元日本バプテスト病院

栗田静枝委員元聖路加国際病院

酒井隆子委員京都市立病院

一条勝夫委員自治医科大学

5．通信

都
府
県
府
都
府
都
府
県

京
阪
岡
都
京
都
京
都
木

東
大
福
京
東
京
東
京
栃

0422-47-5511

0725-56-1220

092-801-1011

（自宅）

075-701-8016

03-381-0196

（自宅）

075-451-7035

（自宅）

03-402-5613

075-311-5311

02854-4-2111

退院時疾病統計の書式標準化検討委員会

高橋政旗委員長杏林大学医学部

一条勝夫委員自治医科大学

石塚隆男委員屋=≦j青琴乙ｽﾀﾃ全
小野丞二委員東邦大学医学部

財津晃委員長浜赤十字病院

イ中村英一委員厚生省統計情報部

京
木
京
京
賀
京

東
栃
東
東
滋
東

都
県
都
都
県
都

0422-47-5511

02854-4-2111

03－586-6321

03-762-4151

07496-3-２１１１

０３－２６０－３１８１

6．医療経済委員会

有澤源蔵委員長

鈴木憲鋪副委員長

岡山義雄委員

深瀬邦雄委員

岩井宏方委員

余語栄三委員

有澤総合病院

八千代中央病院

岡山病院

曰比谷病院

岩井総合病院

余語病院

大阪府

千葉県

愛知県

東京都

東京都

愛知県

0720-47-2606

0474-83-1555

052-221-1851

03-502-7231

０３－６５８－２１１１

052-851-6255

－１７４－



酒泉春雄

薗部雅一

伊藤寛

石井孝宜

委
委
委
委

員河北総合病院

員兵庫医科大学

員伊藤会計事務所

員森会計共同事務所

03-339-2121

0798-45-6500

052-541-0166

03-230-3808

都
県
県
都

京
庫
知
京

東
兵
愛
東

○＝日中友好部会□＝倫理部会７．国際委員 会

□吉岡観八

□紀伊国献三

□高橋勝三

関武矩

久保文苗

三宅浩之

高橋政頑

□波多野誠

国重信彦

□左奈田幸夫

遠山象

長澤泰

○有澤源蔵

○大田元次

○熊田正春

新千里病院

筑波大学

武蔵野赤十字病院

聖路加国際病院

委員長

副委員長

委員

委員

府
県
都
都
都
都
都
都
都
都
県
都
府
県
県

阪
城
京
京
京
京
京
京
京
京
重
京
阪
知
劇

大
茨
東
東
東
東
東
東
東
東
一
一
一
東
大
愛
神

06-871-0121

0298-53-2111

0422-３２－３１１１

０３－５４１－５１５１

０３-406-1811

03-448-6537

0422-47-5511

03-262-9191

03-383-1281

03-328-0830

0592-275171

03-203-5327

0720-47-2606

052-652-77111

044-63-7373

日本医薬情報センター員

委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委

関東逓信病院

杏林大学

九段坂病院

佼成病院

病院システム開発研究所

遠山病院

厚生省病院管理研究所

有澤総合病院

名古屋披済会病院

曰吉病院

員

員

員

員

員

一

貝

員

員

員

員

8．臨床予防医学委員会

二本杉皎委員長

鈴木豊明副委員長

藤間弘行副委員長

安藤幸夫委員

大阪赤十字病院

東京警察病院

藤間病院

聖路加国際病院

阪
京
玉
京

大
東
埼
東

府
都
県
都

06-771-5131

03-263-1371

0485-22-0600

03-541-5151

－１７５－



都
県
県
府
県
都
都
県
都
県
府
都
府
県

京
岡
劇
都
森
京
京
知
京
城
阪
京
阪
庫

東
福
神
京
一
同
東
東
愛
東
宮
大
東
大
兵

東芝中央病院

国立久留米病院

曰本鋼管病院

京都第二赤十字病院

青森県立中央病院

三井記念病院

牧田総合病院

愛知県総合保健センター

東京都済生会中央病院

｛山台市立病院

大阪赤十字病院

聖路加看護大学

ＰＬ病院

飯田晶委員

宇津典彦委員

大川曰出夫委員

小関忠尚委員

金澤鉄男委員

清瀬闇委員

笹森典雄委員

高橋春雄委員

田中岡リニ委員

丹野三男委員

寺田由紀夫委員

日野原重明委員

松岡研委員

三木徹委員

03-764-0511

0942-21-4571

044-333－5591

075-231-5171

0177-26-8302

03-862-9111

03-762-4671

052-962-5371

03-451-8211

0222-66-7111

06－771-5131

03-543-6391

07212-4-3100

078-642-1031丸山病院

9．社会保険委員会

北村行彦委員長

近藤慶二副委員長

篠崎功委員

元原利武委員

牧安孝委員

高橋政夫委員

小笠原道夫委員

一条勝夫委員

中橋彌光委員

三上晃委員

優生病院

高知県立中央病院

篠崎病院

明舞中央病院

牧病院

曰本赤十字社

河北総合病院

自治医科大学

西陣病院

三井言己念病院

兵庫県

高知県

O6-488-1851

0888-82-1211

045-371-0038

078-917-2020

06-953-0120

０３－４３８－１３１１

03-339-2121

02854-4-2111

神奈川県

県
府
都
都
県
府
都

庫
阪
京
京
木
都
京

兵
大
東
東
栃
京
東 075-461-8800

(和泉クリニック）
O3-866-8432

－１７６－



10.組織委員

岡山義雄

池谷曰

財津晃

小野肇

加納繁美

榊原宏

岩永光治

深瀬邦雄

北村行彦

星源之助

高山螢

篠崎功

平野明

会

委員長

委員

岡山病院

蕨市立病院

長浜赤十字病院

大口東総合病院

絵合加納病院

心臓病センター榊原病院

十善会病院

日比谷病院

優生病院

総合会津中央病院

高山整形外科病院

篠崎病院

共立会病院

愛知県

埼玉県

滋賀県

神奈川県

大阪府

岡山県

長崎県

東京都

兵庫県

福島県

東京都

神奈川県

兵庫県

052-221-1851

0484-32-2277

07496-3-2111

045-401-3861

06-351-5381

0862-25-1921

0958-21-1214

03－502-7231

06-488-1851

0242-25-1515

03-607-3260

045-371-0038

0794-31-0234

委 員

員
員
員
員
員

委
委
委
委
委

員

委
委
委
委
委

一

貝

員

員

一

貝

11．学術委員

岡崎通

中山耕作

北原哲夫

一条勝夫

高橋政頑

三宅史郎

三宅浩之

山本修

鎌田利雄

渡辺進

会

重県国立津病院

聖隷浜松病院

元東京逓信病院

自治医科大学

杏林大学

日本大学

関東逓信病院

都立看護専門学校

北品川総合病院

成田赤十字病院

長
長
員
員
員
員
員

員
類
委
副
委
委
委
委
委

05925-5-3120

県
都
県
都
都
都
都
都
県

岡
京
木
京
京
京
京
京
葉

静
東
栃
東
東
東
東
東
千

O534-74-2222

（自宅）

03-328-5610

02854-4-2111

0422-47-5511

03-972-8111

O3-448-6537

（自宅）

03-941-9321

03-474-7730

員委

委員

相談役 0476-22-2311

－１７７－



①学術図書企画委員会

中山耕作委員長

一条勝夫副委員長

聖隷浜松病院

自治医科大学

静岡県

栃木県

0534-74-2222

02854-4-2111

②雑誌編集委員会

北原哲夫委員長

一条勝夫副委員長

(自宅）

03-328-5610元東京逓信病院

自治医科大学

東京都

栃木県 O2854-4-2111

12．広報委員

高山螢

西能正一郎

岸口 繁

平野井直英

浅見信子

宇井美代子

木村千枝子

後藤清

平和夫

三上晃

三竹年世子

行天良雄

会

長
長
員
員
員
員

員
類
委
副
委
委
委
委

高山整形外科病院

西能病院

府中病院

東芝中央病院

蒲田総合病院

聖路加国際病院

東京日立病院

駿河台日本大学病院

東京都済生会中央病院

三井記念病院

杏林大学医学部附属病院

曰本放送協会

東京都 03-607-3260

0764-41-2481

0725-41－1646

03-764-0511

03-738-8221

03－５４１－５１５１

０３－８３１－２１８１

０３－２９３-1711

03-451-8211

（和泉クリニック）

03-866-8432

0422-47-5511

県
府
都
都
都
都
都
都
都
都
都

山
阪
京
京
京
京
京
京
京
京
京

富
大
東
東
東
東
東
東
東
東
東

員

委
委
委
委
委
参

員

員

一

貝

員

与 ０３－４６５１１１１

13．諸規定検討委員会

池谷亘委員長

大道学副委員長

大野松次委員

高山螢委員

蕨市立病院

大道病院

京浜総合病院

高山整形外科病院

埼玉県

大阪府

神奈川県

東京都

O484-32-2277

06-962-9621

044-777-3251

03-607-3260

－１７８－



県
県
都
都

城
知
京
京

茨
愛
東
東

土浦協同病院

公立陶生病院

河井病院

曰本病院会

0298-23-3111

0561-82-5101

03－951-9116

03-265-0077

員委登内真

寺田守

河井博

高橋彦太郎

ロ
貝
ロ
貝

委
委
委

員

<特別委員会〕

1．病院情報センター運営委員会

三宅浩之委員長

青木禧和委員

飯田信吾委員

関東逓信病院

南大阪病院

北品川総合病院

前慈恵医大付属病院

自治医科大学

日本通信協力㈱

千葉大付属病院

舞子台病院

大阪回生病院

京
阪
京
京
木
京
葉
庫
阪

東
大
東
東
栃
東
千
兵
大

都
府
都
都
県
都
県
県
府

０３－４４８己6537

06-685-0221

03-474-0023

0427-34-4898

02854-4-2111

03-468-6331

0472-22-7171

078-782-0055

06-371-6234

池田博委

一条勝夫委

岡田行雄委

里村洋一委

土井義行委

曰西義之委

員

一

貝

ロ

貝

員

一

貝

員

2．国際モダンホスピタルショウ

都
県
都

京
田
京

東
秋
東

北品川総合病院

秋田赤十字病院

関東逓信病院

03-474-5861

0188-34-3361

03-448-6537

担当副会長

実行委員長

企画委員長

河野稔

竹本吉夫

三宅浩之

－１７９－



３．３３周年記念事業企画委員会

諸橋芳夫委員長

若月俊一委員

河野稔委員

有澤源蔵委員

竹本吉夫委員

高橋彦太郎委員

保旭中央病院

久総合病院

品川総合病院

犀総合病院

田赤十字病院

本病院会

国
佐
北
有
秋

県
県
都
府
県
都

葉
野
京
阪
田
京

千
長
東
大
秋
東

04796-3-8111

02678-2-3131

03－474-0023

0720-47-2606

0188-34-3361

03-265-0077曰

４．３３周年記念式典運営委員会

神奈川県

神奈川県

滋賀県

東京都

東京都

東京都

委員 港北耳鼻咽喉科病院

篠崎病院

長浜赤十字病院

河井病院

日本病院共済会

曰本病院会

長
員
員
員
員
員

平野一彌」

篠崎功

財津晃

河井博

大城三郎

高橋彦太郎

045-421-8944

045-371-0038

07496-3-2111

03-951-9116

03-264-3180

03-265-0077

委

委
委
委
委

－１８０－



５．３０年史記念誌編集委員会

小野田敏郎委員長

内藤景岳委員

渡辺進委員

吉岡観八委員

遠山豪委員

北原哲夫委員

高橋政頑委員

落合勝一郎委員

大城三郎委員

高橋彦太郎委員

西山君枝委員

（自宅）

03-990-9589

(病院）

06-685-0221

0476-22-2311

曰本病院会顧問

曰本病院会顧問

成田赤十字病院

新千里病院

曰本病院会顧問

東京逓信病院

杏林大学

東京文化学園

日本病院共済会

曰本病院会

曰本看護学校協議会

京
阪
葉
阪
重
京
京
京
京
京
京

東
大
千
大
三
東
東
東
東
東
東

都
府
県
府
県
都
都
都
都
都
都

０６－８７１－０１２１

(病院）
0592-27-6171

03-238-7111

0422-47-5511

03-381-0230

03-264-３１８０

03-265-0077

（自宅）

0424-85=9202

二他団体との連携委員〕

1．病院診療報酬適正化推進会議

国保旭中央病院

有澤総合病院

秋田赤十字病院

士浦協同病院

優生病院

河北総合病院

諸橋芳夫

有澤源蔵

竹本吉夫

登内真

北村行彦

小笠原道夫

員
員
員
員
員
員
員

委表代
委
委
委
委
委
委

県
府
県
県
県
都
都

葉
阪
田
城
庫
京
京

千
大
秋
茨
兵
東
東

04796-3-8111

0720-47-2606

0188-34-3361

0298-23-3111

06-488-1851

03-339-2121

03-448-6537関東逓信病院宅浩之

－１８１－



2．四病院団体連絡協議会

総合部会

諸橋芳夫

河野稔

有澤源蔵

国保旭中央病

北品川総合病

有澤総合病

院
院
院

委
委
委

員 千葉県

東京都

大阪府

O4796-3-811］

03-474-586］

0720-47-260〔

員

員

税制委員会

有澤源蔵

石井孝宜

有澤総合病院

森会計共同事務所

委
委

員 大阪府

東京都

0720-47-260〔

03-230-3808
一

貝

医療法委員会

池谷

大道

岡山義

藤掛

蕨市立病院

大道病院

岡山病院

藤掛第一病院

委
委
委
委

員 埼玉県

大阪府

愛知県

岐阜県

0484-32-2277

06-967-7111

052-221-1851

0582-65-5255

曰

員

学
雄
敏 員

員

医療経済委員会

岡本隆一

鈴木憲輔

北村行彦

岡本病院

八千代中央病院

優生病院

員
員
員

委
委
委

府
県
県

都
葉
庫

京
千
兵

075-611-1114

0474-83-1555

06－488-1851

－１８２－



会員 状況

昭和60年３月31日現在

会員数 会員数 会員数

１９００

－１８３－

都道府県名 会員数 都道府県名 会員数 都道府県名 会員数

道
森
手
田
形
城
島
木
城
馬
玉
葉
川
京
梨
野

海
奈

北
青
岩
秋
山
宮
福
栃
茨
群
埼
千
神
東
山
長

９
５
２
５
０
６
８
３
５
６
０
７
２
１
０
８

３
１
１
２
１
１
２
１
３
２
４
７
９
３
３
１

２

潟
岡
知
阜
重
賀
都
阪
良
山
庫
山
川
井
山
島

歌

新
静
愛
岐
三
滋
京
大
奈
和
兵
富
石
福
岡
広

１
６
９
５
５
１
２
２
１
９
０
１
４
９
８
６

５
５
１
２
３
２
５
６
３
６
５
２
１

７
３

１
１

１

取
根
ロ
川
島
知
媛
岡
賀
崎
本
分
崎
島
縄

鳥
』

児

島
山
香
徳
高
愛
福
佐
長
熊
大
宮
鹿
沖

合計

９
１
３
０
３
０
４
７
４
７
４
７
０
８
７

１
２
１

３
２
６

３
１

１

1，９００

昭和59年４月１日 昭和60年３月３１日 増減

正会員

賛助会員Ａ

Ｂ

Ｃ

，

０
１
１
０
８

６
５
３
１
０

８
１
１

１

９

１ ０
３
４
０
７

０
５
３
１
９

９
１
１

９

１ ０
２
３
０
１

４
１

＋
＋
＋

計 2２６０ ２２９４ ＋３４




